
ＪＡ組合員の
みなさまへ

「エコファーマー認定制度」に代わる
 新たな農林漁業者の認定制度（みどり計画認定）

 が創設されました
みどり計画認定の特徴、エコファーマーとの違い

 これまで福井県ＪＡグループと福井県では、環境に配慮した米づくりとして水稲生産者

のエコファーマー化を推進してきました。

ＪＡグループとの協議を重ね、上記の制度移行に伴い、ＪＡからの一括申請として従来

のエコファーマー技術に加え、温室 効果ガス排出量削減と環境負荷低減に資する取り

組みを行う計画書（令和 6～10年度）を提出していただく予定です（令和６年３月頃）。

 申請において、ＪＡに出荷する水稲生産者の皆さまに特別な手続きは不要ですが、

来年の営農座談会資料に詳細を掲載しますので、ご一読のうえ、ご協力いただきます

ようよろしくお願いします（申請をご希望されない場合は、資料等をご覧になった上で令和６年２月２９日（木）

までにお申し出ください）。

⽔稲⽣産者におけるみどり計画認定について

みどり計画認定 エコファーマー

根拠法令 みどりの食料システム法  ＜新法＞
環境と調和のとれた食料システムの確立のための
環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律

持続農業法  ＜廃止＞
持続性の高い農業生産方式の導入に    
関する法律

認定を受けるために
必要な取組内容

-認定される取組について
  地球温暖化防止に関する
取組などが増えます -

※以下のいずれかまたは複合的な取組を認定

・ 土づくりと一体的に行う、化学肥料と
 化学合成農薬低減の取組
・ 温室効果ガス削減の取組
・ 農林水産省告示で定める環境負荷低減
   の取組

・ 土づくりと一体的に行う、化学肥料と
    化学合成農薬低減の取組

申請（認定）の流れ

- 団体による申請（認定）が
  可能となりました -

・ 個別申請
・（団体）共同申請
・（団体）一括申請（構成員の同意が必要）

※団体名義での一括申請（認定）が可能
       （法人格は問いません）

・ 個別申請（経営体ごとに申請）
・（団体）共同申請（団体が個人の

 申請を取りまとめて申請）

※法人格を持つ経営体ごとの
  申請（認定）

現行のエコファーマーの認定期間が終了するまでは、これまでどおり、マークや名称は使用できます!!
（期間終了後も、エコファーマー技術についてのみどり計画認定を受けることで引き続き使用できます。）

＜お問い合わせ先＞ 県流通販売課 エコ農業・⾷料安全G ☎ 0776-20-0419

従来のエコファーマー技術
☑ ⼟づくり
☑ 化学肥料低減
☑ 化学合成農薬低減

上記をすべて実施

・温室効果ガス排出量の削減に資する取組
早期秋起こし

・農林⽔産省告⽰で定める環境負荷低減の取組
プラスチック被覆肥料代替技術導⼊

 （削減も含める）

◇ 新たな取組メニュー




